
大中型まき網の漁業許可制度
と海外まき網の位置づけ

2018年3月23日
第2次水産業改革委員会

海外まき網漁業の漁業制度上の位置づけ

我が国の漁業制度

漁業権漁業

許可漁業

自由漁業

（共同漁業権、養殖、定置）

（表層魚の竿釣り、手釣り等）

大臣許可漁業

知事許可漁業

指定漁業

特定大臣許可漁業等

法定知事許可漁業

一般知事許可漁業

（ずわいがに漁業、沿岸まぐろ延縄漁業等）

（中型まき網、小型機船底引等）

（小型まき網、機船船びき、小型定置等）

（遠洋・近海かつおまぐろ）

（沖合底引、以西底引、遠洋底引）

（各種捕鯨、サケマス、サンマ、ベニズワイ、イカ釣り）

大中型まき網
近海まき網

海外まき網

海外まき網は、大中
型まき網漁業のうち、
主として南方海域で
かつおまぐろ類を漁
獲する漁船
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大中型まき網の操業区域‐1

1. 北部太平洋海区 千葉県南房総市野島埼灯台正南の線と東経百七十九度五十九分四十三秒の線との両
線間における海域（オホーツク海及び日本海の海域を除く。）

2. 中部太平洋海区 千葉県南房総市野島埼灯台正南の線と和歌山県東牟婁郡串本町潮岬灯台正南の線と
の両線間における海域

3. 南部太平洋海区 和歌山県東牟婁郡串本町潮岬灯台正南の線と宮崎県串間市都井岬灯台正南の線との
両線間における海域（漁業法施行令第二十七条の表瀬戸内海の項下欄に掲げる海域（以下「瀬戸内海の
海域」という。）を除く。）

4. 北部日本海海区 石川県珠洲市禄剛埼灯台正北の線以西の日本海の海域以外の日本海の海域

5. 中部日本海海区 石川県珠洲市禄剛埼灯台正北の線と最大高潮時海岸線上兵庫鳥取両県界正北の線と
の両線間における海域

6. 西部日本海海区 最大高潮時海岸線上兵庫鳥取両県界正北の線と佐賀県唐津市波戸岬灯台から長崎県
壱岐市長者原埼突端及び同県対馬市神埼灯台を経て同市三島灯台に至る線並びに同灯台正北の線から
成る線との両線間における海域（瀬戸内海の海域を除く。）

7. 九州西部海区 日本海における東経百二十九度五十九分五十三秒の線、宮崎県串間市都井岬灯台正南
の線、東経百二十七度五十九分五十三秒の線、北緯二十七度十四秒の線及び最大高潮時海岸線により
囲まれた海域

8. 東海黄海海区 最大高潮時海岸線上島根山口両県界北西の線以南の日本海、黄海、東シナ海及び南シナ
海の海域

9. 太平洋中央海区 東経百七十九度五十九分四十三秒以西の北緯二十度二十一秒の線、北緯二十度二十
一秒以北、北緯四十度十六秒以南の東経百七十九度五十九分四十三秒の線及び東経百七十九度五十九
分四十三秒以東の北緯四十度十六秒の線から成る線以南の太平洋の海域（南シナ海の海域を除く。）

10.インド洋海区 南緯十九度五十九分三十五秒以北（ただし、東経九十五度四秒から東経百十九度五十九分
五十六秒の間の海域については、南緯九度五十九分三十六秒以北）のインド洋の海域

出典：大中型まき網漁業許可船名簿
http://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/sitei/attach/pdf/index‐13.pdf

大中型まき網の操業区域‐2
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①
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①北部太平洋海区
②中部太平洋海区
③南部太平洋海区
④北部日本海海区
⑤中部日本海海区
⑥西部日本海海区
⑦九州西部海区
⑧東海黄海海区

①北部太平洋海区
⑨太平洋中央海区
⑩インド洋海区

近海まき網 海外まき網
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大中型まき網トン数階層・海区別登録隻数

近海まき網の階層区分 海外まき網の階層区分

2018年1月1日現在

トン数呼称 種別 隻数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計

19トン型 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22

80トン型 近海まき網 15 8 0 7 1 1 3 7 5 0 0 32

135トン型 69隻 15 13 3 0 8 6 8 0 14 0 0 52

199-329トン型 17 17 5 0 3 0 1 0 3 0 0 29

349トン型 21 8 0 0 0 0 0 0 0 21 8 37

499トン型 海外まき網 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4

760トン型 29隻 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6

合計 98 68 8 7 12 7 12 7 22 29 10 182

出典：大中型まき網漁業許可船名簿

http://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/sitei/attach/pdf/index-13.pdf

操業海区別　漁業許可数

出典：大中型まき網漁業等に関する漁業許可の取り扱い方針

海外まき網 漁業許可種類と制限

注）2017年現在、調査船を除きインド洋操業に着業している船はいない

漁業許可には次の２つの制限が付されている
（１）海域の制限：操業海区（①～⑩）
（２）漁船トン数の制限：トン数階層

349トン 499トン 760トン

階層I 階層II 階層II

A3 北部太平洋海区の（沿岸12海里以遠） 日本のEEZ OK OK NG

A4 北部太平洋海区の（沿岸200海里以遠） 公海 OK OK NG

K1 ⑨太平洋中央海区
PNA諸国の

EEZ
OK OK OK

I ⑩インド洋海区 公海 OK OK OK

操業区域 操業海域の制限
許可
種類

海域の管理

①北部太平洋海区
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大型化を図るためにクリアしなければらない
漁業許可上の規制

1.現状では、海外まき網船の大半はK1許可のみ所有
現状船：349トン型（K1 階層I)
大型船：760トン型（K1 階層II)

2.大型化を図るためには、漁業許可の階層をIからIIに引き上げる必要がある

3.階層引上げに必要な手続き（漁業許可の充当）

K1（階層I) A2

K1（階層I) Ｉ

+

+ =

= K1（階層II)

K1（階層II)

（魚倉大きくしてはな
らない）

（制限条件）

（太平洋海域の漁獲実
績を超えてはならない）

K1(1/3)+

制限条件の撤廃

制限のない
大型化実現

K1(1/3)

制限条件の撤廃

+

(1)

(2)

漁業許可の制限条件は漁業許可に明記されている

9.太平洋中央海区
東経百七十九度五十九分四十三秒以
西の北緯二十度二十一秒の線、北緯二
十度二十一秒以北、北緯四十度十六秒
以南の東経百七十九度五十九分四十
三秒の線及び東経百七十九度五十九
分四十三秒以東の北緯四十度十六秒
の線から成る線以南の太平洋の海域
（南シナ海の海域を除く。）

トン数階層
階層（二）
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漁業許可書（裏書）で制限条件が課されている

操業海域制限

対象魚種

洋上転載禁止

網規模の制限

洋上補給制限

魚倉容積制限

オブザーバー保護

臨検対応

まとめ

漁具制限

トン数制限

操業海域制限

洋上転載禁止

魚倉容積制限
インプットコントロール中心の管理が、
経営効率改善の阻害要因となっている。

アウトプットコントロール中心の管理
に移行できれば、経営効率改善が期
待できる

効率優先の漁船設計

魚価の安定化

現状では課題も多い
VDS（インプットコントロール）の元で、アウトプットコントロールが有効
に機能するか？

ゾーンベースの資源管理を主張しているＰＮＡ諸国との折り合いがつ
くか？
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